
新たな難病医療費助成制度における

指定医療機関の申請手続について

指定医療機関について

●平成２６年５月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、
平成２７年１月１日から新たな難病医療費助成制度が実施されます。

●新制度では、知事の指定を受けた医療機関等（指定医療機関）が行う医
療
に限り、難病患者の方が助成を受けることができます。

●指定医療機関の指定を受けるためには、申請手続が必要になります。

●２ページ以降に申請手続等を記載しておりますので、ご参照の上、必要な
手続を行っていただきますようお願いします。

【問合せ先】
　　〒850-8570　長崎県尾上３番１号
　　長崎県福祉保健部国保・健康増進課（疾病対策班）
　　電話：095-895-2496　FAX：095-895-2575

新　制　度Ｈ２６年１２月まで

医療機関等

長　崎　県

契　約

医療機関等

長　崎　県

①申請

②指定

1



指定医療機関の要件・責務

【要件】（法第１４条）
●以下の医療機関等であること
　○保険医療機関
　○保険薬局
　○健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
　○介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者（介護予防訪問看護事業者に限る。）

●法第１４条第２項で定める欠格事項（５ページ参照）に該当していないこと。

【責務】（法第１６条・第１７条・第１８条）
●指定医療機関の診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、指定医療機関は、難病医療費
助成に関し、良質かつ適切な医療を行わなければならない。

●指定医療機関は、難病医療費助成にかかる医療の実施に関し、知事の指導を受けなければなら
ない。

【必要書類】
　別添「難病医療費助成指定医療機関指定申請書」を長崎県宛に提出してください。

【提出先】
　〒850-8570
　長崎県尾上町３番１号
　長崎県福祉保健部国保・健康増進課（疾病対策班）

指定医療機関の申請手続等

【留意事項】
●指定後、長崎県から申請者宛に指定通知書を送付します。
●指定を行った医療機関等の名称、所在地等を長崎県が公示します。
●指定の有効期間は６年間です。更新の手続については現在検討中です。
●申請にあたっては、現行の医療費助成の対象となっている疾患患者（受給者）の治療を行って
　いる場合だけでなく、今後、新たに医療費助成の対象疾患に指定される疾患の患者で、医療費
　助成申請を予定される患者の方を治療されている場合も指定医療機関の申請を行っていただく
　など、出来る限り多くの医療機関が申請を行っていただきますようお願いします。
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よくある質問

Ｑ１　特定疾患治療研究事業の契約をしているが、新たな制度による指定申請が必要か。

Ａ１　特定疾患治療の契約をしている医療機関も難病法による指定医療機関申請が必要です。
　　　医療機関が指定を受けない場合、患者（受給者）は、当該医療機関で、医療費助成を受け
　　　ることができません。

Ｑ２　現在、特定疾患治療研究事業の契約は複数の都道府県と契約しているが、今後もそうなる
　　　か。

Ａ２　長崎県知事が指定を行えば、他都道府県が認定した受給者証所持者にも公費負担医療が行
　　　えます。

Ｑ３　開設者が同一で，複数の事業所を有している場合，指定申請は事業所ごとに個別に申請す
　　　る必要があるのか。

Ａ３　事業所ごとに個別に申請してください。

　（例）医療法人Xが訪問看護事業所Yと訪問看護事業所Zで事業を実施している場合は，訪問看
　　　　護事業所Yと訪問看護事業所Zから個別に申請してください。
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（表） 

難病医療費助成指定医療機関指定申請書  

保険医療機関等 

名称 ○○○病院 

所在地 長崎市尾上町○番○号 

電話番号  095-824-○○○○ 

コード※１  0000000 

開設者 

住所又は 

所在地 
 長崎市尾上町○番○号 

氏名又は名称  ○○ ○○ 

標ぼうしている診療科名 

（医療機関のみ記載） 
 ○○科、○○科、○○科 

指定訪問看護事業者 

指定年月日（訪問看護

事業者のみ記載） 

健康保険 年   月   日 

介護保険 年   月   日 

役員の職・氏名 

（開設者が法人の場合） 

※２ 

職名 氏名 

 理事長 長崎 太郎 

 理事 長崎 花子 

 理事 長崎 一郎 

 理事 長崎 二郎 

  

上記のとおり難病の患者に対する医療等に関する法律第１４条第１項の規定による指定医療機関の指

定の申請をします。       

なお、申請に当たり、裏面に掲げる同条第２項各号の規定に該当しないことを誓約します（役員含む）。 

 

令和 〇年 ○月 ○日 

開設者             

住所（法人にあっては所在地） ： 長崎市尾上町○番○号 

氏名（法人にあっては名称及び代表者氏名） ： ○○○病院 長崎 太郎 

 

  長崎県知事  殿 

※１ 医療機関の場合は医療機関コード、薬局の場合は薬局コード、訪問看護事業者の場合は訪問看護ス

テーションコード又は介護保険事業所番号を記載してください。 

※２ 記載欄が不足する場合は、「別添のとおり」と記載し、役員名簿を添付してください。 

記入例 

申請書の裏面をご確認ください。 

書ききれない場合

は、「別添のとお

り」と記載して役員

名簿を添付してく

ださい。 
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第十四条 第五条第一項の規定による指定医療機関の指定

（以下この節において「指定医療機関の指定」という。）

は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診

療所（これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。

以下同じ。）又は薬局の開設者の申請により行う。 

２ 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次

の各号のいずれかに該当するときは、指定医療機関の指定

をしてはならない。 

一 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなるまでの者であると

き。 

二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法

律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

るまでの者であるとき。 

三 申請者が、第二十三条の規定により指定医療機関の指

定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経

過しない者（当該指定医療機関の指定を取り消された者

が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る

行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定

による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員

又はその医療機関の管理者（以下「役員等」という。）

であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過

しないものを含み、当該指定医療機関の指定を取り消さ

れた者が法人でない場合においては、当該通知があった

日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取

消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）

であるとき。ただし、当該取消しが、指定医療機関の指

定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となった事

実その他の当該事実に関して当該指定医療機関の開設

者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文の規

定による指定医療機関の指定の取消しに該当しないこ

ととすることが相当であると認められるものとして厚

生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

四 申請者が、第二十三条の規定による指定医療機関の指

定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に

よる通知があった日（第六号において「通知日」という。）

から当該処分をする日又は処分をしないことを決定す

る日までの間に第二十条の規定による指定医療機関の

指定の辞退の申出をした者（当該辞退について相当の理

由がある者を除く。）で、当該申出の日から起算して五

年を経過しないものであるとき。 

五 申請者が、第二十一条第一項の規定による検査が行わ

れた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基づき第

二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消しの

処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込

まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都

道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から

十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定

の日をいう。）までの間に第二十条の規定による指定医

療機関の指定の辞退の申出をした者（当該辞退について

相当の理由がある者を除く。）で、当該申出の日から起

算して五年を経過しないものであるとき。 

六 第四号に規定する期間内に第二十条の規定による指

定医療機関の指定の辞退の申出があった場合において、

申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人

（当該辞退について相当の理由がある者を除く。）の役

員等又は当該申出に係る法人でない者（当該辞退につい

て相当の理由がある者を除く。）の管理者であった者で、

当該申出の日から起算して五年を経過しないものであ

るとき。 

七 申請者が、前項の申請前五年以内に特定医療に関し不

正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

八 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいず

れかに該当する者のあるものであるとき。 

九 申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から 

第七号までのいずれかに該当する者であるとき。 

３ 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、

次の各号のいずれかに該当するときは、指定医療機関の

指定をしないことができる。 

一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健

康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療

機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業

所若しくは施設でないとき。 

二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又

は申請者が、特定医療費の支給に関し診療又は調剤の内

容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十八条

の規定による指導又は第二十二条第一項の規定による

勧告を受けたものであるとき。 

三 申請者が、第二十二条第三項の規定による命令に従

わないものであるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若

しくは診療所又は薬局が、指定医療機関として著しく不

適当と認めるものであるとき。 

（裏） 

難病の患者に対する医療等に関する法律（抄） 


